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クマ類の管理及び被害防止対策等への支援の強化等に 

かかる緊急要望 

 

 

 北海道・東北地方では、今年度クマ類による人身被害が過去最悪の

ペースで発生しており、住民の生命・安全を脅かす異常事態となって

います。 

被害の大半が人の生活圏内で発生しているため、住民の不安は日に

日に増大しており、日常生活への影響も深刻化していることから、早

急に対策を講じる必要があります。 

このため、道県では、市町村と連携して、有害鳥獣の捕獲や電気柵

の設置、緩衝帯整備などの対策を講じていますが、クマ類の出没によ

る人との軋轢と被害は依然として拡大しています。 

また、被害対策を行う地方公共団体の人的・財政的負担に加え、有

害鳥獣捕獲等を担う狩猟者の負担も限界に達しています。 

 以上を踏まえ、次の事項について要望します。  

 

 

１．指定管理鳥獣対策事業の財源確保と弾力的な運用について 

（１）指定管理鳥獣対策事業交付金の予算確保 

道県及び市町村が実施する出没防止対策や緊急銃猟を行うため

の体制整備及び担い手の育成・確保など、総合的な被害防止対策を

進めるため、指定管理鳥獣対策事業交付金の補助率を引き上げると

ともに、補正予算での対応も含め、予算を十分確保し、支援が年度

で途切れることのないよう配慮すること。 

また、吹き矢による麻酔捕獲などの緊急的な対策に係る経費につ

いても、既に実施したものを含め、指定管理鳥獣対策事業交付金の

対象とできるよう、柔軟な対応を講じること。 

さらに、人の日常生活圏に侵入する移動ルートとなる河川におい

て、藪の刈り払いなどに必要な財政的支援を行うこと。 

 



 

 

 

（２）予算執行の弾力化 

クマ類の個体群管理を推進するため、春季の生息調査を適期に実

施できるよう予算の運用について弾力的な見直しを図ること。 

 

（３）特別交付税の措置 

人の日常生活圏におけるクマ類の大量出没が続いており、こうし

た災害とも言うべき非常事態に対応し住民の生命を守るため、国の

交付金を活用できない緊急的な対策について、多額の一般財源負担

が生じていることから、特別交付税の配分について特段の配慮を行

うこと。 

 

２．鳥獣被害防止総合対策交付金の予算確保について 

クマ類をはじめとした野生鳥獣による農作物や家畜への被害防止

に向け、市町村において十分な活動が可能となるよう「鳥獣被害防止

総合対策交付金」の予算を確保すること。 

 

３．効果的なゾーニング管理強化について 

人とクマ類との棲み分けを図るため、人の日常生活圏への侵入ルー

トの特定に加え、ドローンやＡＩを活用した効果的な侵入防止対策や

捕獲方法など新たな技術の研究開発を進め、その普及を図るとともに、

特に、安全かつ効率的に出没抑制の効果を発揮できるドローンの規制

緩和を早急に行うこと。 

 

４．鳥獣捕獲の担い手の確保について 

有害鳥獣捕獲等を担う狩猟者の高齢化が進み、減少傾向にある現状

を踏まえ、地方公共団体職員が業務として銃猟を担う必要性が生じて

きていることから、新たな枠組みに向けた環境整備を速やかに検討す

ること。 

また、捕獲を担う従事者が捕獲行為時に負った怪我に対して、補償

などの心配をすることなく安心して捕獲に従事できるよう、捕獲従事

者を公務員とするなど、公務災害が適用される制度を検討するととも



 

 

に、必要な財政支援を行うこと。 

加えて、装薬銃の使用が難しい場合の捕獲体制の確保のため、麻酔

銃の使用が認められる捕獲従事者の要件を緩和すること。 

 

５．放任果樹の伐採にかかる制度について 

人の日常生活圏への緊急的な侵入抑制対策として、クマ類を誘引す

るおそれのある放任果樹の伐採について、所有者不明土地管理制度な

どの弾力的な運用について検討すること。 

 

６．国主体のモニタリング調査等について 

道県の行政界をまたぐ各地域個体群（クマ類）の適正な保護・管理

を推進するため、国が組織体制を強化した上で主体となり定期的にモ

ニタリング調査を実施し、分布状況や個体数を把握するほか、人との

軋轢を軽減する施策に取り組むこと。 

 

７．クマ類対策に関する正しい知識の普及について 

クマ類の有害駆除に関して、道県外などから捕獲従事者や行政の担

当者に対する誹謗中傷が寄せられていることから、国においても、地

方公共団体によるクマ類への対応に関する正しい知識を広く周知する

こと。 

 

８．非常かつ緊急時における国の対応について 

非常かつ緊急時における対応については、地方公共団体や警察によ

る対応を前提としつつも、国の支援としての自衛隊による対応の可否

やその基準を明確にすること。 
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